
 

令和６年度 関西業務部管理課における労働者派遣契約書 

（案） 
 

 
  独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下｢甲｣という）と○○○（以下｢乙｣という）とは、乙がその
雇用する労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」（以下「労働者派
遣法」という）に基づき、甲に派遣するにあたり、次のとおり労働者派遣契約（以下｢本契約｣という）を締結する。 
 
第１条（目 的） 

本契約は、乙が、労働者派遣法に基づき、乙の雇用する派遣労働者（以下「派遣労働者」という）を甲に派
遣し、甲の指揮命令に従って甲のために業務に従事させることを約するにあたり、その基本的条件を定めるこ
とを目的とする。 

第２条（就業条件等） 
本契約における就業条件等は下表の通りとする。 

就
業
場
所 

名称部署 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 関西業務部 管理課 

住 所 大阪府大阪市中央区本町 3-5-7 御堂筋本町ビル４階  

その他機構が指定する場所 

指揮命令者 関西業務部  ℡  

業 務 内 容 

・ 書類チェック業務 

・ 書類作成補助業務 

・ データ入力編集業務 

・ 表計算入力編集業務 

・ 書類仕分け及びファイリング業務 

・ 書類封入業務 

・ 上記書類の発送業務  

・ 電話応対・接客応対 

・ その他一般事務 等 

派 遣 人 員 就業場所：令和6年4月8日から令和6年6月30日まで 1名 

派 遣 期 間 令和6年4月8日から令和6年6月30日まで 就業日 月～金 

平 
日 

就 業 時 間 開 始 9 時 0 0 分 ～ 終 了 1 7 時 2 5 分 8時間25分 契約時間 

 7 時間 25 分 休憩（食事等） 開 始 1 2 時 0 0 分 ～ 終 了 1 3 時 0 0 分 1時間00分 

そ の 他  

休 日 土曜・日曜・祝祭日・年末年始（12月29日から1月3日）・機構が指定する休日 

従事する業務に伴う 

責 任 の 程 度 
付与される権限なし 

派遣労働者を協定 

対象派遣労働者に 

限 定 す る か 否 か 

協定対象労働者に限定する 

派 遣 先

責 任 者 
就業場所 

部 署 関西業務部            ℡  

責 任 者  

派 遣 元 

責 任 者 

部 署                         ℡  

責 任 者  

苦情処理 
派 遣 先 就 業 場 所 関西業務部 ℡  

派 遣 元  ℡ 

（注 1） コンピュータ・ワードプロセッサ等ＶＤＴの連続操作は 1 時間迄とし、1 時間以上の連続操作をする場合

は、10分間の休憩を与えるものとする。 

（注2） 時間外の労働は、4週間30時間、年間360時間以内とする。 

（注3） 甲は、本派遣業務の遂行に必要な施設、設備等を甲の業務に支障のない範囲において、派遣労働者に使  

   用させることができる。 

（注 4） 乙の派遣労働者は、就業先で甲の雇用する労働者が利用する施設又は設備を利用できる。甲はその他福利

厚生の便宜供与を図るものとする。 
第３条（労働者派遣法） 

甲及び乙は、労働者派遣を行い、もしくは労働者派遣を受け入れるにあたり、それぞれ労働者派遣法その他
関係諸法令並びに派遣先が講ずべき措置に関する指針及び派遣元が講ずべき措置に関する指針を遵守する。 



第４条（代金の支払い） 

甲は、派遣契約に基づく派遣業務（以下「業務」という）の対価として、乙に対し以下に定める就業場所の

派遣料金を支払うものとする。 

 (消費税抜き) 

就業場所 

就業時間内 

（8時間まで適用） 

契 約 外 料 金 

就業時間外 

（8時間超） 

深夜就業 

（22時～翌日の午前5時） 
休日 

    円       円     円    円 

 (注1) 就業日毎の派遣料金の計算に当っては、端数時間は全て5分単位の切り上げとする。 

(注2) 就業時間の算出に当たっては、契約時間と契約外時間それぞれの延べ時間数を合計するものとする。 

(注3) 派遣料金の算出については、上記で算出したそれぞれの合計時間数に時間単価を乗じるものとする。 

    なお、その合計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数は15分単位の切り下げとする。 

(注4) 派遣料金の請求額については、最終的に消費税を加算するものとし、１円未満を切り捨てるものとする。 

(注5) 休日の深夜に就業した場合は、契約内時間単価に１００分の１６０を乗じた額とする。 

２ 甲の従業員の労働争議、その他甲の責に帰すべき事由により派遣労働者を業務に従事させることができない

場合は、甲は乙に対し、当該業務は行われたものとして派遣契約に基づく派遣料金を支払うものとする。 

３ 乙は、一月分の派遣料金の合計金額を取りまとめ、甲に請求することができる。 

４ 甲の乙に対する派遣料金の支払いは、乙より請求のあった日から30日以内に、乙の指定する銀行口座に振り込むもの

とする。 

第５条（労働法上の責任） 

甲及び乙は、派遣労働者の業務就業に関し、労働者派遣法及び労働基準法等に定める規定を遵守し、派遣労
働者の労働条件、安全衛生の確保に努めるべく、甲及び乙の関係者に対し、労働基準法その他関係諸法令を周
知徹底させるものとする。 

２ 甲及び乙は、労働者派遣法の定めるところに従って、労働基準法、労働安全衛生法及びその他関係諸法令上
の使用者としての責任を負うものとする。 

第６条（苦情処理） 
甲及び乙は、お互いの緊密な連携の下に、苦情その他派遣労働者の就業に関し生ずる問題の適切かつ迅速な

処理、解決に努めるものとする。 
２ 甲は、派遣労働者に対するセクシュアル･ハラスメント等の防止及び解決手続に関して周知徹底するものと

する。 
第７条（派遣労働者の選任） 

派遣契約に基づく派遣労働者の選任は乙が行うものとし、甲は派遣契約を締結するに際し、派遣労働者を特
定することを目的とする行為（受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接、履歴書の送付要請、若
年者への限定、性別の限定、派遣労働者の指名等）をしないよう努めなければならないものとし、また、乙は、
これらの行為に協力してはならないものとする。 

２ 派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業規律等に従わない場合、または業務処
理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達し得ない場合には、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者への指
導、改善、派遣労働者の交替等の適切な措置を要請することができるものとする。 

３ 乙は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等適切な措置を講
ずるものとする。 

４ 派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合には、乙は甲に通知して、派遣労働者の交替を要請
することができるものとする。 

５ 乙及び派遣労働者の事情により派遣労働者の交替を要する場合、乙は甲に対し事前に当該理由を通知し、派
遣労働者を交替することができるものとする。 

６ 甲は、派遣労働者が甲の下で直接雇用された労働者で、甲を離職後１年経過していない場合にはその旨を乙
に申出なければならない。 

第８条（派遣契約期間中の中途解除等） 

甲は、派遣契約の期間満了前に解除を行おうとする場合には、派遣先が講ずべき措置に関する指針第２．６の規定
に従い、甲乙協力して派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずるものとする。 

２ 派遣契約の期間にかかわらず、派遣契約の更新を繰り返して１年を超え、当該派遣契約を更新せずに終了する場合に
は、甲は、乙に対して当該派遣契約の期間満了の３０日前までにその旨の予告を行うものとする。 

第９条（派遣契約期間中の雇用等の制限） 
甲は、派遣契約期間中において、派遣労働者を甲または甲の関連会社等に雇用する旨の勧誘をし、または雇

用してはならないものとする。ただし、本条第２項に定める手続に基づく場合はこの限りでない。 
２ 派遣契約期間中または終了直後に、甲が派遣労働者を甲または甲の関連会社等に雇用しようとする場合は、

紹介予定派遣制度の趣旨に基づき、甲及び乙は職業紹介の手続を取り、甲は乙に紹介手数料を支払うものとす
る。 

第10条（損害賠償） 
派遣労働者が業務の遂行にあたり、乙または派遣労働者の故意もしくは重大な過失により、甲または第三者



に人的、物的損害を与え、紛争を生ぜしめた時は、甲は速やかに、これを乙に報告することとし、原則、乙の
責任と負担において処理解決するものとする。ただし、派遣労働者に対する指揮命令の過失その他甲の責に帰
すべき事由による場合、もしくは乙の派遣労働者の選任及び監督について法の定める派遣元としての義務を遵
守し、かつ派遣元として相当の注意をなしたとしても損害が生じたであろうと認められる場合は、この限りで
はない。 

第11条（派遣労働者に関する個人情報の保護） 

甲及び乙は、業務上知り得た派遣労働者の個人情報について、合理的な理由なく甲及び乙の従業員または第
三者に開示、漏洩してはならないものとする。 

第12条（機密保持） 

乙は、業務遂行中知り得た甲の業務上の機密に属する事項を第三者に開示、漏洩してはならないものとする。 

２ 甲及び乙は、お互いに、業務上知り得た相手方関係者の個人情報（顧客情報のみならず、相手方の従業員

等の個人情報を含む）についても、「個人情報の保護に関する法律」その他関係法令等を誠実に遵守し、適

正な取扱いを図るものとする。 

３ 乙は、その派遣労働者に対し、前各項の義務を遵守させるものとする。 
第13条（現金、有価証券等の取扱い） 

甲は、指揮命令上の管理責任において乙の派遣労働者に現金、有価証券その他貴重品及び商品等の取扱いを
させることができるものとする。ただし、取扱いにあたっての詳細については甲乙協議のうえ、別途覚書を締
結するものとする。 

第14条（期限の利益の喪失） 
甲または乙が下記各号の一にでも該当する場合には、相手方に対するすべての債務は、当然に期限の利益を

失い、直ちに債務全額を現金にて支払うものとする。 
① 本契約、派遣契約または甲乙間の他の契約の全部または一部の履行をしないとき。 
② 差押、仮差押、競売、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または破産、会社更生、会社整理、民

事再生その他法的倒産手続の申立てがあったとき。 
③ 監督官庁より営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき。 
④ 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議（法令に基づく解散も含む）をしたとき、あるいは

清算または内整理の手続に入ったとき。 
⑤ 手形または小切手を不渡りとしたとき。その他支払停止状態に至ったとき。 
⑥ その他信用状態が悪化し、または悪化のおそれがあると客観的に認められるとき。 

第15条（履行の停止、即時解除） 
甲または乙が前条各号の一にでも該当する場合、相手方は何らの通知、催告なしに、直ちに本契約、派遣契

約ならびに甲乙間の他の契約の全部または一部について履行を停止し、あるいは契約を解除して、それによる
損害額を請求できるものとする。 

第16条（事情変更） 
甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定または改廃その他著しい事情の変更

により、本契約または派遣契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、法令の制定または改廃によると
きは乙の負担増となった部分について、それ以外の事情変更によるときは合理的に正当化される範囲で、本契約及び派
遣契約の全部または一部を変更することができる。 

第17条（談合等不正行為があった場合の違約金） 
 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負代金額（本契約締結後、請負代
金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。）の10分の1に相当する額を違約金（損害賠償額の予定）として甲
の指定する期間内に支払わなければならない。 
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」
という。）第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反
したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項（独占禁止法第8条の3において準用する場合
を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき
（確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。）。 

二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が乙又は乙が構成事業
者である事業者団体（以下「乙等」という。）に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、
乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号に
おいて「納付命令又は排除措置命令」という。）において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の
規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったと
された期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間（これらの
命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令におけ
る課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたも
のであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

四 この契約に関し、乙（法人にあっては、その役員又は使用人）の刑法（明治40年法律第45号）第96条の3又は独占禁
止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 

２ 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日ま
での日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 

 
第18条（反社会的勢力の排除） 



  甲又は乙は、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴
力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これら
を「暴力団員等」という。）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に
わたっても該当しないことを確約する。 

一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴
力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 
２ 甲又は乙は、自らまたは第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計また
は威力を用いて、甲又は乙の信用を毀損し、または業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを
確約する。 

３ 甲又は乙は、甲又は乙が前各項に違反し、または第１項の規定に基づく表明および確約に関して虚偽の申告をした
ことが判明し、取引の継続が不適切であるときは、何らの催告なしに直ちにこの契約を解除することができる。なお、
甲又は乙は、甲又は乙に対する損害賠償の請求を妨げない。 

４ 甲又は乙は、自らが暴力団員等に該当しもしくは第１項各号のいずれか一つに該当したとき、または前項により、
甲又は乙がこの契約を解除したときは、甲又は乙に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、
直ちに弁済するものとする。 

５ 甲乙間の訴訟において、第１項に定める表明及び確約の違反が問題となる場合、表明及び確約した者が立証責任を
負い、表明及び確約の違反の事実について真偽不明の場合には、表明及び確約の違反に関する事実が存在するものと
する。 

第19条（消費税） 
今後消費税等の税率が変更となった場合、税率に従って請求額が変更になることを甲、乙はあらかじめ承諾

するものとする。 
第20条（協議事項） 

本契約に定めなき事項並びに本契約の事項に疑義を生じた場合は、その都度、甲乙双方誠意をもって協議し、
決定するものとする。 

第21条（合意管轄） 
本契約及び派遣契約に関する紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所のいずれかを第一審の

専属的合意管轄裁判所とする。 
 
 
 
以上契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名または記名捺印のうえ、各１通を保有するものとする。 
 
 

令和  年  月  日 

 

 

甲  神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 

契 約 職  理事長代理  甲川 壽浩 

 

 

乙     


